
公共施設の維持管理費は、施設を利用される皆様からお支払いいただく使用料と市税で賄っています。近年の

光熱費高騰に伴い、維持管理費が年々増加していることから市内の各公共施設使用料を見直し、以下のとおり当

館の基本料金を改定することとなりました。より利用しやすい施設運営を目指していきますので、ご理解をお願いし

ます。 

改定後基本料金 

 

（午前） 

9：00～ 

12：00 

（午後） 

12：30～ 

16：30 

（夜間） 

17：30～ 

21：30 

（午前～午後） 

9：00～ 

16：30 

（午後～夜間） 

12：30～ 

21：30 

（全日） 

9：00～ 

21：30 

ホール 
（全席） 

平日 

21,610 37,210 52,800 48,060 72,090 90,120 

ホール 
（2・3 階席のみ） 

15,130 26,040 36,960 33,640 50,460 63,080 

ホール 
（全席） 土曜日 

日曜日 

祝日 

28,770 48,060 68,400 62,390 93,700 116,460 

ホール 
（2・3 階席のみ） 

20,140 33,640 47,870 43,670 65,580 81,520 

練習室１ 1,550 2,150 2,610 3,200 4,010 5,400 

練習室２ 1,410 2,010 2,610 2,920 3,700 5,010 

練習室３ 3,700 5,010 6,160 7,090 9,010 12,180 

楽屋１．２．３（各室） 450 580 600 900 1,050 1,360 

楽屋４ 600 900 1,160 1,360 1,740 2,320 

楽屋事務室 300 300 450 580 600 900 

1階ホール 3,580 

 

令和６年４月から使用料が変わります 

～料金改定にご理解をお願いいたします～ 
 

いつから料金が変わりますか？ 
令和6年4月1日の申請分から変わります。なお、冷暖房費などの計算方法は今

までどおりとなります。 
 

申請の方法は変わりますか？ 
申請の方法や締め切りなどは変わらず、今までどおりです。ご不明な点等ありま

したら、事務室窓口までお問合せください。 
 


